
車外名:|･.誓受刑1申立事件

岡　tこ

卜告受理申立言

今和４な二5月２日
　　　　　　　最高裁判所御中

申立人

7727一一0021広島・n!原市ｚＲ市町301-

　－一一ｉ　　　　　　　リ

　相手方

　〒1018977東京都1-代田区厖が閲１１４

　　凶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　上記当事者間の広島地方裁判所(三次支部)令和３年(ワ)第29号禍害賠償讐求事件に-Jいて，

令和４年４月27日下記判決の醤渡しを受汁。４竿４月28日判決止本の送達を受:l･たが，同詞拭

は全部不服であるからIこ告受理の申立てをする。

１披一女１件･広島地力羞9j荊(三次重一1令和３年(ワ)集29･1揖宿賠償爾虚１件

２判決宝･窒

　原告の酋求を鳶濁１'ろ.

　一一豊州は原告の●揖とする．

3.E告受理申立ての趣旨

・=還･-･-=㎜■■㎜㎜■＝j-㎜㎜■■㎜■■㎜■■㎜㎜･■㎜㎜㎜■■■■■■■■　■■　･･　　　　　　■　■■　■　㎜
　兪民Sii訟法第3腿粂】項

　　上告を寸･4き裁朝雨が尨f､ai裁判所･ぴある場合には、最高裁判・は、原判決に最･li遊利所の判

　倒{これがない●合にあ.-Cは．大審院又は上告裁判所若しくは癌・羞●}荊であるＳＳ蓋側扁

　lり判例)と相反16S』折があろ事件その他の法令の解釈に闇するli要な亭唾を含･tパ､･713と盲め

　られる事碑にｰりいて．申ｔでにより．決定･で.｣･.借審とl.て事件を受理することができる、

　上屋¥｣決には．民零落訟浹悟311粂１嘔の●IRに照ら1...判決に及ぼi重大な一法があ乙..

･.上告受●申立の履ｉ

る。

5.鵬付言羞=h告受理申ll言副本？通

　　　　　　　　　　　　　以上申宜人高脊席戈りコウノタ＝オ),り7？.I･，
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